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〔公告第５号〕

北海道市町村職員共済組合定款の一部変更について

令和８年３月１０日開催された令和７年度第２回組合会において、議決された北海

道市町村職員共済組合定款の一部変更について、令和８年３月３１日総行福第９３号

により総務大臣の認可を得たので、地方公務員等共済組合法第５条第９項の規定に基

づき公告する。

令和８年３月３１日

北海道市町村職員共済組合

理事長 佐 藤 多 一

記

北海道市町村職員共済組合定款（昭和３７年公告第１号）の一部を次のように変更

する。

第４０条第１項の表を次のように改める。

組合員 標準報酬の月額及び標準期末 標準報酬の月額及び標準期末

の種別 手当等の額と掛金との割合 手当等の額と負担金との割合

短期給付 福祉 短期給付 福祉

短期分 介護分 子ども・ 事業 短期分 介護分 子ども・ 事業

子育て 子育て

支援分 支援分

一般組合員

短期組合員 1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の

市町村長組合員 49.98 7.62 1.15 1.72 49.98 7.62 1.15 1.72

特定消防組合員

長期組合員

後期高齢者等 1,000分の ― ― ― 1,000分の ― ― ―

短期組合員 2.32 2.32

市町村長長期組合員



第４０条の２中「介護納付金の納付に係るもの」を「介護納付金及び子ども・子育

て支援納付金の納付に係るもの」に、「１，０００分の１０３．２０」を「１，００

０分の９９．９６」に、「１，０００分の１５．９８」を「１，０００分の１５．２

４」に、「額とする」を「額とし、子ども・子育て支援納付金の納付に係る掛金及び

地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、任意継続組合員標準

報酬の月額に１，０００分の２．３０を乗じて得た額とする」に改める。

第４２条中「令和７年度」を「令和８年度」に、「１，８００円」を「２，０９５

円」に改める。

別表中「、日高中部衛生施設組合」を削り、「北空知圏学校給食組合」の次に「、

釧路公立大学事務組合」を加える。

附 則

１ この変更は、令和８年４月１日から施行する。

２ 変更後の第９条の規定は、この変更の施行の日以後初めて行われる任期満了によ

る選挙から適用し、この変更の施行の日の前日までにその期日を公告された選挙に

係る補欠選挙については、なお従前の例による。

３ 変更後の第４０条第１項及び第４０条の２の規定は、令和８年４月分以後の掛金

及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年３月分以前の掛金及び負担金

並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。


